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対象地区 汚泥回収日
西一～六番町、西十一～十六番町、西
二十一～二十三番町、並木西、西小稲、日
の出町、朝日ヶ丘、一本木、白上中通り、
小林、上平、八郷、長根尻、本金崎、西金
崎、七郷、元町西一～六丁目、元町東一～
五丁目、千歳森、北平、後野、北斗、井戸頭、
南平、ニュー若葉

11 月７日㈪
　　〜
11 月９日㈬
　　

稲生町、穂並町、東一～六番町、東十一～
十六番町、東二十一～二十四番町、一本木
沢、一本木沢一～二丁目、里ノ沢、下平、
ひがしの一～二丁目、牛泊、しらかば団地、
藤高 

11 月 14 日㈪
　　〜
11 月 16 日㈬
　

　側溝の土砂は、災害用土のうなどへ再利用しています。
空き缶、空きびん、紙、プラスチック類のごみは可能な限
り除去し、また、側溝にたまった落葉は、できるだけ堆肥
化するようご協力をお願いします。

　次の日程で土砂・汚泥を回収しますので、ご協力
をお願いします。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行
されます　～年末調整、確定申告まで大切に保管を～

個人の部　最優秀賞
　松田　弘さん

■個人の部（参加数17名）
最優秀賞   松田　弘　
優秀賞　　平舘　功
　〃　　　起田　久美子
■学校の部（参加数14校）
最優秀賞   県立十和田西高校
優秀賞　　伝法寺小学校
　〃　　　大深内中学校
■職場の部（参加数４団体）
最優秀賞   食事処　紀乃川
優秀賞　　救護施設　誠幸園
■団体の部（参加数12団体）
最優秀賞　南吾郷町内会
優秀賞　　二ツ家花だん
■街路の部（参加数23団体）
最優秀賞   東小稲町内会
　　　　　　西第１区～４区
　〃　　　東小稲町内会
　　　　　　東第１区～４区
　〃　　　ハナミズキ町内会
　　　　　　　　（敬称略）
問都市整備建築課☎516737

職場の部　最優秀賞
　食事処　紀乃川　　

団体の部　最優秀賞
　南吾郷町内会　　

　10月21日、第７回十和田市花壇コンクールの表彰式
が行われました。各部門の上位入賞者を紹介します。

八戸年金事務所からのお知らせ

▶対象となる資源ごみ
　缶、びん、段ボール、新聞
紙、雑誌・チラシ、ペットボ
トルです。
▶今後の市の対応
　ごみ収集場所に資源ごみ持
ち去り禁止の看板を設置して
周知するとともに、パトロー
ルを強化して資源ごみの持ち
去り行為の防止に努めます。

　市では、資源ごみ（有価物）の持ち去り行為を防止
するため、条例の一部を改正し収集場所に出された資
源ごみを持ち去る行為を禁止する規定を設けました。

　平成 24 年４月１日から、市、広域事務組合（委
託業者を含む）のほか、ごみ収集場所を管理してい
る者および資源集団回収事業実施団体として市に登
録した団体以外の者が、資源ごみを持ち去る行為は
禁止となります。

違
反
し
た
場
合
は
５
万
円
以

下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。設置される「持ち

去り禁止」の看板

秋期側溝清掃土砂・汚泥回収のお知らせ

問八戸年金事務所☎ 0178-43-7369

※国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全
　額が社会保険料控除の対象となります。（その年の 1月 1日か
　ら 12 月 31 日までに納付した保険料が対象）
※年末調整や確定申告の際には必ず控除証明書（または領収証
　書）を添付してください。家族の国民年金保険料を納付した
　場合も、納付した本人の社会保険料控除の申告に加えること
　ができます。

▶１月１日から９月 30 日までに納付したかたには 11 月上
　旬に郵送
▶ 10月１日から12月 31日までに今年初めて国民年金保険料
　を納付したかたには平成24年１月下旬に郵送

年金受給者の皆さんへ
「扶養親族等申告書」は期限までに提出しましょう

　課税対象となる年金受給者のかたには、11 月上旬までに
日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告
書」が郵送されますので、12 月１日までに必ず提出してく
ださい。この申告により、翌年中に受ける年金に係る所得
税の源泉徴収税額が決まります。

▶収集車は各通りを一度だけ回収します。泥上げは必ず回
　収日初日の前日までに終わらせてください。
▶土砂・汚泥は、ある程度の大きさ（高さ 30 ㎝ぐらいの
　円すい型）にまとめて置いてください。
▶土砂・汚泥は草の上に置かず、アスファルトなどの平坦
　な道路脇に置いてください。また、段ボールや肥料袋な
　どに入れないでください。
▶国道・県道の清掃を実施する町内会は、国・県に回収を
　依頼しますので、事前に生活環境課まで連絡ください。

資源ごみ（有価物）の持ち去りはできません！

生活環境課からのお知らせ 問生活環境課☎51 6726

　老齢年金でその年に支払いを受ける年金額が一定額以上
の場合、各支払月に支払われる額から所得税が源泉徴収さ
れます。（障害年金、遺族年金を除く）
　▶ 65 歳未満のかた　年金額 108 万円以上
　▶ 65 歳以上のかた　年金額 158 万円以上


